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○ 取扱い

原則として、同日に、同一部位に対する歯周基本治療と歯根端切除手術

の算定を認める。

○ 取扱いの根拠

歯周基本治療と歯根端切除手術は、それぞれ原因となる病巣が異なるこ

とから、症状に応じて、同日に歯周基本治療と歯根端切除手術を行うこと

が臨床上あり得るものと考えられる。


